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                                                          令和７年 5 月１日現在 

        訪問介護事業重要事項説明書 

 

                        （利用者）            様 
 

  当事業者は、利用者に訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や提供するサービスの

内容、契約上留意いただきたいことは次のとおりです。 

※ 本サービスの利用は、原則として（介護認定の結果）「要介護」と認定された方が対象とな

ります。  

１ 事業者の概要 

事業者名称 社会福祉法人 観音寺市社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 観音寺市坂本町一丁目１番６号 

代表者（職名・氏名） 会長 佐伯 明浩 

設立年月日 平成 17 年 10 月 11 日 

電話番号 0875-25-7773（代） 

FAX 番号 0875-25-7736 

 

２ 事業所の概要 

事業所の名称 社会福祉法人観音寺市社会福祉協議会 

サービスの種類 訪問介護事業 

事業所の所在地 観音寺市坂本町一丁目１番６号 

電話番号 0875-57-6016 

FAX 番号 0875-25-7790 

指定更新年月日・事業所番号 令和 6 年 4 月１日 香川県 3770500472 号 

管理者の氏名 田中 靖 

通常の事業の実施地域 観音寺市及び三豊市内 

事業所が行っている他の業務 

 【介護予防訪問事業】 

 【居宅介護支援事業】 

 

平成 18 年 4 月  1 日指定、令和 6 年 4 月  1 日更新 

平成 17 年 10 月 11 日指定、令和 5 年 10 月 11 日更新 

 

３ 当事業所の運営方針 

事業の目的 

要介護状態にある高齢者等が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、適正で質の良いサービスを提供す

ることを目的とします 

運営の方針 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入

浴、排せつ、食事の介助その他の生活全般にわたる援助

を行います。また、事業の実施に当たっては、関係市、

地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図

り、総合的なサービスの提供に努めます。 
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４ 営業日時及び営業時間 

営 業 日 
月曜日から金曜日まで 

ただし、祝日及び年末年始（12 月 29 日から１月 3 日まで）を除く 

営 業 時 間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

提 供 時 間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により 24 時間常時連絡が可能です。 

 

５ 職員の体制                     令和 7 年 5 月 1 日現在 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

管理者 1 名 

サービス提供責任者 11 名 

訪問介護員 30 名以上（介護福祉士、初任者研修修了者等） 

事務員 1 名 

 

６ サービス利用料及び利用者負担 

   利用者負担額は、介護保険の適用となる場合、原則として介護報酬の告示上の額の１

割    、２割又は３割です。（利用者負担額が割引の対象となる方もあります。） 

    介護保険法令に基づいて、利用者が保険給付を償還払い（一旦利用者の方が全額を    

支払い、その後、市から利用者負担分を除いた額を請求する方法）で受ける場合は全額自  

己負担となります。介護保険の適用を受けない場合（制度上の支給限度額を超える場合）  

にも全額自己負担となります。 

   償還払いの場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サー    

ビス提供証明書」を交付します。 

   介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援    

専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります。  

 （１） 介護保険の対象となるサービス 

身
体
介
護 

入浴介助 入浴の介助又は清拭 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換 

食事介助 食事の介助 

体位交換 床ずれ予防のための体位交換 

生
活
援
助 

調理 利用者の食事の用意（家族分の調理は行いません） 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯（家族分の洗濯は行いません） 

掃除 
利用者の居室の掃除 

（利用者以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません） 

買い物 利用者の日常生活に必要となる物品の買い物 

生活援助を提供できる家族が居る場合、サービスは提供できません 

 

 （２）【基本料金－午前８時～午後６時】 

身体 

介護 

20 分未満 
20分以上 

30分未満 

30分以上 

1時間未満 

1時間以上  

1時間30分未満 

1時間30分以上 

(30分増すごとに

) 

１，６３０円 ２，４４０円 ３，８７０円 ５，６７０円 ８２０円を加算 

生活 20分以上45分未満 45分以上 
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援助 １，７９０円 ２，２００円 

（３） 身体介護が中心である訪問介護を行った後、引き続き生活援助が中心である訪問介

護を２０分以上４５分未満、４５分以上７０分未満、７０分以上行ったときは、各

６５０円ずつを加算します。 

 （４） やむを得ない事情により、利用者の同意を得て２人で訪問した場合は、２人分の料

金となります。 

 （５） 早朝・夜間は２５％、深夜は５０％加算します。 

    ・早朝は午前７時～午前８時、夜間は午後６時～午後１０時 

 （６） 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内

に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合、又は他の訪問介護員等が訪問介

護を行う際に同行訪問した場合、初回加算として２，０００円を加算します。 

 （７） 利用者やそのご家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員

と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその

他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合、緊

急時訪問介護加算として１，０００円を加算します。 

 （８） 自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る

観点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーショ

ン専門職が同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成した場合

は生活機能向上連携加算Ⅱとして２，０００円、リハビリテーション専門職の助言に

基づき生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合は生活機能向上連携加

算Ⅰとして１，０００円を加算します。 

 （９） 介護職員の処遇改善に資するため、基本サービス費に各種加算を加えた総単位数に

処遇改善加算として２４．５％を乗じた額を加算します。なお、当該加算は、区分支

給限度基準額の算定対象からは除外されます。 

 （１０） 特定事業所加算として、基本サービス費の総単位数に１０．０％を乗じた額を加

算します。 

 

７ 交通費   

    通常の事業の実施地域内を訪問する場合であれば交通費は必要ありませんが、    

交通費実費が必要な場合、その実費の支払が必要となることがあります。 

   通常の事業の実施地域を超える場合の交通費はその実費 

通常の事業実施地域を超えた地点から、片道おおむね５キロメートル未満２００円 

    通常の事業実施地域を超えた地点から、片道おおむね５キロメートル以上は１キロメート

ル増すごとに２０円を加算 

８ キャンセル                                                                 

（１） 利用者がサービスの利用を中止する際は、速やかに下記の連絡先までご連絡くだい。 

当日のサービス開始 1 時間前までに中止の連絡がない場合は、キャンセル料として６

００円を申し受けます。（ただし、利用者の容体の急変など、緊急やむを得ない事情

がある場合は、キャンセル料は不要です。） 

       （連絡先）訪問介護事業所 （電話） ０８７５－５７－６０１６  

 (２) キャンセル料は、利用者負担額に合算してお支払いいただきます。  

 

９ 居宅介護支援事業者との連携 

     本事業所は、サービスの提供に当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めます。 
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１０ 事故発生時の対応 

 (１) 本事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに      

市、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を行い      ます。

また、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 (２) 本事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき      

事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。 

 (３)事故発生時連絡マニュアル 
        

    事故発生（発見） 

 

    必要に応じ主治医に連絡 

        （応急処置等・救急隊） 

    家族・ケアマネジャー・管理者に連絡 

 

    市に連絡（第一報） 

 

    事故記録作成後、管理者へ提出 

 

    市に報告書を提出 

 

    事故原因の解明、事故後の対応、反省 

    再発防止の対策 

 

１１ 相談窓口、苦情対応  

  ○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

苦情相談窓口 

電話番号     ０８７５－２５－７７７３ 

FAX番号      ０８７５－２５－７７３６ 

苦情解決責任者      田中 靖 

苦情受付担当者    後藤 洋平 

サービス提供責任者  岡﨑 優子 

対応時間  午前８時３０分から午後５時まで 

     月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始を除く

） 

   

また、別紙「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」により対応します。 

  ○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

 観音寺市 

 介護保険相談窓口 

所在地           観音寺市坂本町一丁目１番１号 

電話番号     ０８７５－２３－３９６８ 

FAX番号      ０８７５－２３－３９９３ 

対応時間          午前８時３０分から午後５時まで 

     月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始を除く

） 

香川県国民健康保険 

 団体連合会相談窓口 

所在地          高松市福岡町二丁目３番２号 

電話番号         ０８７－８２２－７４３１ 

FAX番号      ０８７－８２２－７４５５ 

対応時間          午前９時から午後５時まで 

救急告示のある主な医療機関 

         （主な診療科目） 

医療法人社団力正会小林整形外科医院 

（整形外科・麻酔科        0875-25-7311） 

医療法人社団寿愛会羽崎病院 

（内科・消化器科・外科    0875-25-3382） 

医療法人ブルースカイ松井病院 

（内科・外科・脳神経外科  0875-23-2111) 

医療法人社団豊南会香川井下病院 

（内科、外科、循環器科    0875-52-2215） 

三豊総合病院 

（内科、外科、呼吸器科    0875-52-3366） 



- 5 - 

      月曜日から金曜日まで（祝日、年末年始を除く

） 

 

 

１２ 緊急時の対応方法   

   サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせに従い、主治医、 

    救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡します。 

利用者の主治医 

 医療機関名  

  氏    名  

  所  在  地  

  電 話 番 号  

緊急連絡先Ⅰ 

 氏    名  

  住    所  

  連 絡 先 ①  連絡先②  

緊急連絡先Ⅱ 

 氏    名  

  住    所  

  連 絡 先 ①  連絡先②  

 

１３ サービス提供に関わるお願い 

   下記の行為は、ハラスメントに該当する可能性があり、サービスを中止させていただくこ

とがありますので、ご理解・ご了承ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

１４ 虐待の防止について 

   事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 総務課長 後藤 洋平 

 

◼ 暴力又は乱暴な言動、無理な要求 

・物を投げつける 

・刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払いのける 

・怒鳴る、奇声、大声を発する 

・対象範囲外のサービスの強要 

◼ セクシャルハラスメント 

・介護従事者の体を触る、手を握る 

・腕を引っ張り抱きしめる 

・ヌード写真を見せる 

・性的な話や卑猥な言動をするなど 

◼ その他 

・介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く 

・ストーカー行為など 
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（２） 成年後見制度の利用を支援します。 

（３） 苦情解決体制を整備しています。 

（４） 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための定期的な研修を実施していま 

す。 

（５） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について 

従業者に周知します。 

（６） 虐待の防止のための指針の整備をしています。 

（７） サービス提供中に、当該事務所又は養護者（現に養護している家族・親族・同居 

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを 

市に通報します。 

 

１５ 身体拘束について 

   事業所は原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の 

恐れがある場合など、利用者本人又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考え

られるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限の

範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び様態等に

ついての記録を行います。また事業所として、身体拘束をなくしていくための取り組み

を積極的に行います。 

（１） 切迫性・・・直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身 

体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

 

（２） 非代替性・・身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が 

及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（３） 一時性・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなく 

なった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１６ 業務継続計画の策定等 

（１） 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を策定します。 

（２） 感染症及び災害に係る研修を定期的（年 1 回以上）に行います。 

（３） 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施しま 

す。 

（４） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の改定を行い 

ます。 

 

１７ 衛生管理等 

（１） 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね６カ月に

1 回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知します。 

（２） 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。 

（３） 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

（４） 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（５） 事務所の設備及備品等について、衛生的な管理に努めます。 
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        「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」          

１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

  ・来所者には、総合受付（常勤事務員）による利用者からの相談又は苦情の受付を行い、   

担当者が不在でも基本的な事項は他の職員が誰でも対応できるように研修し、相談及び苦情の内    

容を必ず担当者に引き継ぐよう徹底する。 

   ・相談又は苦情に対する相談用電話、FAXの設置。 

  （電話番号） 0875-25-7773  （FAX） 0875-25-7736 

    （担 当 者） 苦情解決責任者    田中 靖 

         苦情受付担当者    後藤 洋平 

         サービス提供責任者  岡﨑 優子 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順  

 

 

利用者    来所、電話、文書     

                        

 

    回  答            

（中間報告含む） 

     事  業  所  

 

 

 

 

相 談 

苦 情 

その他 

①苦情処理の受付、内容の把握、記録 

処 

理 

②直ちに処理できるもの 

③ある程度時間を要するもの 

④苦情処理状況、てん末の把握、記録 

  

 

 

 

 

 

 

           指導・助言     連携                    連携 

 

 

 

 

 

 関係機関 関係市町  居宅介護支援事業者 

保健医療・福祉サービスの提供主体 

 

  

 

 

【苦情処理を行うに当たっての留意事項】 

（１）苦情相談内容の把握 

  ア 問題の発生した時期     オ 関係資料等の提出の可否 

  イ 問題の発生した場所          カ 現在、苦情相談者が置かれている状況 

  ウ 問題の発生に係る関係者      キ 苦情相談者が要求している措置 

  エ 問題の発生原因              ク 苦情相談者に係る秘密保持の要否 

（２）苦情申出者に対する回答 

    ア 即応できる事案については、その場で速やかに回答する。 

  イ 関係者からの事実確認又は関係機関への照会等が必要なため日時が必要な場合は、     

その旨及び今後の見通しを説明するとともに、おおむね１週間以内には、それまでの 

進捗状況を説明する等適宜中間報告を行う。また、苦情解決後速やかにその概要を 

最終報告する。 

    ウ 解決後は、相談票等に処理状況等を記録する。 

（３）関係機関等の連携 

  ア 問題事案によっては、事業所のみで解決できない場合には、その問題の把握により     

関係機関に照会する等的確に対応する。 
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    イ 事業所の業務運営上の問題であって、かつ、制度上の問題に関わるような場合に     

は、各関係機関と連携を図り解決に当たる。 

 

 


